
４月1日から福祉タクシー制度が変わりました
変更点 ①新たに精神障害者保健福祉手帳１級の方が対象になりました。

②乗車の際に助成券を提出し、その場で割り引きが適用されるようになりました。

福祉タクシー制度
◆対 象　【身体障害者手帳】　1級、2級
　　　　　　【療育手帳】　Ⓐ、Ⓐの1、Ⓐの2、Ａの1、Ａの2
　　　　　　【精神障害者保健福祉手帳】　1級　変更点①
◆助成内容　 1,000円の助成券を年間最大36枚交付します。利用1回につき、2枚まで使用できます。

ただし、運賃が1,000円に満たない場合は運賃の額を助成します。
◆利用方法　 乗車の際に助成券を乗務員に提出し、運賃から助成額を差し引いた金額をお支払いくだ

さい。　変更点②
◆申請方法　障害福祉課または本納支所へ障害者手帳を持参し、申請してください。

問合せ　障害福祉課（2階）　☎（20）1666　 （20）1610

４月1日から指定緊急避難場所・指定避難所が変わりました
　指定緊急避難場所および指定避難所を新設・廃止したことにより、以下に該当する方は避難場所が
変更となります。

変更前 変更後
旧二宮小学校【廃止】

対象地区
二宮福祉センター【新設】

対象地区
国府関 山崎 国府関 山崎
庄吉 黒戸 庄吉 黒戸
芦網 山崎団地 芦網 山崎団地
真名 真名

二宮小学校
旧西陵中学校

対象地区

二宮小学校
旧西陵中学校

対象地区
緑ケ丘 上茂原団地 緑ケ丘
上茂原 上茂原西団地
箕輪 上茂原市営住宅 西小学校【新設】

対象地区箕輪駒塚

茂原高等学校
対象地区

（変更となる地区のみ記載）

上茂原 上茂原団地
箕輪 上茂原西団地
箕輪駒塚 上茂原市営住宅

鷲巣 鷲巣
鷲巣住宅 鷲巣住宅

※ 指定された場所に必ず避難しなければならないわけではありません。自分や家族の安全を最優先に
考え、適切な場所を選びましょう。

問合せ　防災対策課（4階）　☎（36）7580　 （20）1602
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